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過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について 

 

 

 標記について、本日、過労死等防止対策推進法（平成 26年法律第 100号。以下「法」と

いう。）第７条第５項により準用する同条第２項の規定に基づき、変更された「過労死等の

防止のための対策に関する大綱」（以下「大綱」という。）が閣議決定されるとともに、同

条第５項により準用する同条第４項の規定に基づき、国会への報告及び厚生労働省ホーム

ページにおける公表が行われましたので、別添１のとおりお知らせします。 

 なお、法第４条第２項には、地方公共団体は、国と協力しつつ、過労死等の防止のため

の対策を効果的に推進するよう努めなければならない旨規定されており、また、大綱にお

いて「地方公務員を任用する立場からの対策を推進し、それぞれの職種の職務の実態を踏

まえた対策を講ずるよう努める」と定められているとともに、別紙のとおり労働行政機関

等における対策、啓発、相談体制の整備等の内容については、地方公共団体においても取

り組む必要があるものです。 

 つきましては、法の基本理念である過労死等を防止することの重要性について十分に了

知いただき、特に下記の事項にご留意の上、過労死等防止対策に積極的に取り組んでいた

だくようお願いします。 

貴職におかれましては、上記趣旨にご理解をいただくとともに、過労死等の防止対策の

推進のため、貴都道府県内の市区町村（指定都市を除く。）及び一部事務組合等への周知方

よろしくお願いします。 

 都道府県及び市区町村の労働政策担当主務課に対しては、厚生労働省から「過労死等の

防止のための対策に関する大綱の変更について」（令和３年７月 30日付け基発 0730第２
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号）により通知されたところですので申し添えます。 

 

記 

 
１ 労働行政機関等における対策 

(1) 時間外勤務の上限規制制度の整備及びその適正な運用による時間外勤務の縮減や各種

早出・遅出勤務、公務におけるフレックスタイム制度など、多様で柔軟な勤務時間制度

等の活用等の推進に積極的に取り組んでいただきたいこと。 

(2) 労働基準監督署がその職権を行使する職員を除き、人事委員会又はその委任を受けた

人事委員会の委員（人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長）

（以下「人事委員会等」という。）が、その職権を有する、労働基準法別表第１第１１号

及び第１２号並びに同別表に含まれない官公署の事業に従事する職員に過重労働の疑い

がある場合は人事委員会等による監督指導を適切に実施していただきたいこと。 

(3) 産業医・衛生管理者等といった安全衛生管理体制の有効活用のほか、長時間の時間外

勤務を行った職員の健康確保のため、医師による面接指導や健康相談等の対応を適切に

講じていただきたいこと。 

(4) ストレスチェック等の実施によるメンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改善に

取り組んでいただきたいこと。 

(5) 職場におけるハラスメント防止のための雇用管理上の措置等を適切に講じていただき

たいこと。 

 

２ 相談体制の整備等 

(1) 勤務条件等に関する職員からの相談について、相談しやすい環境づくりや相談窓口の

充実に積極的に取り組んでいただきたいこと。 

(2) 関係団体が実施するメンタルヘルス不調や健康障害等に関する各種相談事業について、

積極的に活用いただきたいこと。 

 

３ 過労死等防止対策の数値目標 

  大綱の「第５ 過労死等防止対策の数値目標」について、目標の趣旨を踏まえ、必要

な取組を推進していただきたいこと。 

 
 

安全厚生推進室安全厚生係 

（担当：田路、田邊） 

ＴＥＬ：03-5253-5560（直通） 

ＦＡＸ：03-5253-5561 
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○過労死等防止対策推進法（平成 26年法律第 100号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となってい

ること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大

きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過

労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健

康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 （略） 

（基本理念） 

第三条 過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握さ

れていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する

実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができ

るようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、こ

れに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならない。 

２ 過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相

互の密接な連携の下に行われなければならない。 

（国の責務等） 

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進

する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国と協力しつつ、過労死等の防止のた

めの対策を効果的に推進するよう努めなければならない。 

３～４ （略） 

第五条～第六条 （略） 

第七条 政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止

のための対策に関する大綱（以下この条において単に「大綱」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議する

とともに、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとする。 

４ 政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インター

ネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

５ 前三項の規定は、大綱の変更について準用する。 

第八条～第十四条 （略） 
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	34.過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について



